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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ６ 月 1 1 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構   

        水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門  

        塩 釜 拠 点 長  宮 田   勉  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  0 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  多 段 開 閉 式 ネ ッ ト  

一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ９ 年 ２ 月 2 6 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 塩 釜 庁 舎  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、入 札 書 に

記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン ト

に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨
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て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る の

で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る

課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問

わ ず 、見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0

に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 の 資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停
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止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 9 8 5 - 0 0 0 1  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 －

５  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水

産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 管 理 チ ー ム  

須 藤  優 佳  電 話  0 2 2 - 3 6 5 - 7 5 9 4  F A X  

0 2 2 - 3 6 7 - 1 2 5 0  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 多 段 開 閉 式 ネ ッ ト 入 札 説 明

書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記

3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 多 段 開 閉 式 ネ ッ ト 入 札 説 明

書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の

う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

( 3 )   応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  本 公 告

に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明 す る 書 類

を 令 和 ８ 年 ７ 月 2 2 日 1 7 時 ま で に 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て へ 提 出 す る こ と 。   

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書

受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー

ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に
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代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場

合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 5 )  入 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ７ 月 2 2 日 1 7

時 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵

便 に よ る こ と と し 、 必 着 の こ と ｡ ）  

( 6 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ７ 月 2 3 日 1 4

時  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 － ５  国 立 研

究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 塩 釜 庁 舎 会 議 室  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教
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育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 長 が

判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ

た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y :  M I Y A T A  T s u t o m u ,  B r a n c h  

D i r e c t o r ,  S h i o g a m a  B r a n c h  F i s h e r i e s  R e -
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s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  M u l t i N e t  M a m m o t h  a n d  １ S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  2 6  F e b r u a r y  2 0 2 7  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  S h i o g a m a  F i e l d  S t a t i o n ,   

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D   “ S a l e s ”  i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -
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p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  

2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 7 : 0 0 ,  2 2  J u l y  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  S U D O  

M a s a y o s h i ,  A d m i n i s t r a t i o n  T e a m ,  M a n a g e -

m e n t  D e p a r t m e n t  o f  S h i o g a m a  B r a n c h ,  

F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  

F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y ，

３ － 2 7 － ５ ,  S i n h a m a - c h o ,  S h i o g a m a - c i t y ,  

M i y a g i ,  9 8 5 - 0 0 0 1  J a p a n .  T E L  0 2 2 - 3 6 5 - 7 5 9 4  
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第１章  総 則 

 

 

１．目的及び用途 

  本仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所管理部門塩釜拠点が

調達する、多段開閉式ネット（以下、「本装置」という。）について規定する。 

本装置では、CREST課題「海洋とＣＯ２の関係性解明から拓く海のポテンシャル」を遂行す

るために、表層から深層までの動物プランクトンやマイクロネクトンの層別採集を行

う。 

 

２．調達数量 

  一式 

 

３．納入場所 

  宮城県塩釜市新浜町３－２７－５ 

  国立研究開発法人水産研究・教育機構 塩釜庁舎 

 

４．検査 

  本装置は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所管理部門塩釜拠点の検

査職員による検査を受け合格しなければならない。 

 

５．その他 

（１）本装置の搬送・搬入及び操作説明等に必要な経費は、受注者側で負担すること。 

（２）受注者は、令和９年２月２６日までに納入を完了すること。 

（３）受注者は、本装置の搬入前又は搬入時に、操作及び試験調整を行うこと。 

（４）受注者は、搬入時に、操作に従事する職員（以下、「担当職員」という。）に対し

十分な取扱説明を行うこと。 

（５）受注者は、本装置構成機器について和文で示した取扱説明書を、納入時に５部提出す

ること。 

（６）検査完了後１年間は性能不良等修理調整が必要になった場合、無償で迅速に対応する

こと。 
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第２章  構 成 

 

１．本装置の概要 

 調査船調査等で船上からアーマードケーブルに接続して水中に投入し、水中の動物プラ

ンクトンやマイクロネクトンを採集できるものであること。装置はアーマードケーブルと、

船上局を通じた深度などのリアルタイムモニターができること。 

 

２．本装置の構成および数量 

 

1．多段開閉式ネット本体  １式 

  2. ネット・試料採集用バケットセット  12 式 

3. V-Fin ディプレッサー 1 式 

4. デッキユニット 1 式 

5. システム制御ソフト 1 式 

6．ピッチ・ロールセンサー  １式 
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第３章  本装置の仕様 

 
1．多段開閉式ネット本体 

1-1．深度3,000 mまでの水圧に耐え得る構造を有し、圧力センサーが付属していること。 

1-2. 網口面積が 1㎡程度あること。 

1-3．最大８層の曳網が可能になるように捨て網を含め最大９枚のネットが装着出来ること。 

1-4. 傾斜曳きで３ノット以上の船速で曳網可能なこと。 

1-5. 船上から曳網深度などをモニターしながらネットの開閉ができるよう、アーマードケ

ーブルに接続可能であること。 

1-6. 濾水計により濾水量のリアルタイム計測が出来ること。 

1-7. アーマードケーブルが無い場合でもネットの開閉が可能なオフライン（メモリー式）

機能を有すること。 

1-8. 水中部のバッテリーは汎用性の高い市販電池（リチウムイオン電池）が使用可能なこ

と。 

 

2. ネット・試料採集用バケットセット 

2-1．ネットの目合は 0.3 mmであること。 

2-2. 試料採集用バケットはプラスチックまたは 0.3mm目合のメッシュのバケットであるこ

と。 

 

3. V-Fin ディプレッサー 

3-1. 曳網姿勢の安定のために専用のディプレッサーがあること。 

 

4. デッキユニット 

4-1. 船上からネットの開閉や状態が PC と本体とを仲介してモニター出来る性能を有す

るデッキユニットを付属していること。 

 

5.システム制御ソフト 

5-1. 汎用性の高い Windows PC で動作可能な専用の制御ソフトを付属していること。 

 

6．ピッチ・ロールセンサー 

6-1．ネット姿勢が船上でモニター可能で、船速に応じたワイヤーの操出・巻上速度の調整

ができる性能を有するピッチ・ロールセンサーが付属していること。 

 


